
取組

内容

「育児・介護休業法」で義務付けられている制度を整備しているほか、制度への理解を深めるため、制度概要等について社内回覧

を通じて社内周知を図っている。また、育休等の相談窓口を設置するほか、制度利用該当者に対しては個別に説明会を実施して

いる。そのほか、育児休業・育児短時間勤務を対象となる子が小学校に就学するまで取得できるといった法定より柔軟な制度を

整備している。地域貢献活動としては、小学校の家庭科の出前授業や中学校からの職場体験受入を実施している。

一人目の子の出産の際に育児休業を取らせてもらいました。出産の届出の時に総務の担当主任から、改めて同制度の

説明もあり、また同僚の先輩社員も育児休業をとった事を知っていたので、気兼ねすることなく休業を取ることが出来まし

た。初産で、退院後１か月位の時期だったので、妻も大変喜んでいました。自分も後輩社員に話をしてみたいと思いま

す。（３０代／男性）

社員の声

業種 都市ガス製造・供給／都市ガス・LPガス販売、設備工事、ガス機器販売、イベント、料理教室、電力小売り事業

従業員数 43人（男性33人／女性10人） 所在地 弘前市大字松ケ枝一丁目２番地１

2回

NO
IMAGE

認定番号　第 44 号

弘前ガス株式会社

代表者 取締役社長　齊藤　嘉春

認定期間 令和4年9月1日 ～ 令和6年8月31日

再認定回数

弘前市子育て応援企業


